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静岡県茶歌舞伎大会2019を開催

役員が改選されました

　本年度の新規事業として、日本茶の伝統文化である「茶歌舞伎（お茶の飲
み当て）」を多くの方に楽しみながら体験していただき、お茶への関心を高
めてもらうこと、リーフ茶の消費が落ち込む中、お茶の魅力を味わう機会を
増やそうと日常的な茶飲用に繋げる目的で、静岡県全域を対象にした初めて
の茶歌舞伎大会の開催となりました。
　茶歌舞伎とは、鎌倉時代に中国から伝わり、室町時代には武家や公家、僧
侶などの間で流行ったお茶の飲み当て遊びです。具体的には、お茶の種類や
産地などを伏せてお茶を飲み味や香りを頼りに、飲んだお茶の種類や産地を
当てるものです。闘茶、利き茶などとも呼ばれています。
　ふじのくに茶の都ミュージアム多目的ホール（島田市）において、令和元
年８月25日㈰、９月８日㈰、９月21日㈯の延べ３回、牧之原、森、掛川、本
山、ぬまづの５産地を当てる予選会が開催されました。
　参加者は、香りや味を確かめ慎重に味わいながら奮闘し、成績優秀な各上
位４名、総計12名の方が選ばれました。
　決勝戦は、11月に開催される世界お茶まつりの会場において行い、初代チ
ャンピオンを決定します。

　令和元年６月24日㈪任期満了に伴い、通常総会において、新しい静
岡県茶業会議所の役員が就任されました。
　会頭には、引き続き、上川陽子氏が就任され、２期目となりました。
　副会頭には、新たに静岡県茶商工業協同組合理事長の佐々木余志彦
氏が就任され、上川会頭より、会頭職務代理者として任命されました。
　もうひとりの副会頭には、静岡県経済農業協同組合連合会会長の清
周二氏が就任しましたが、突然の逝去により、会長後任の芹沢秋雄氏
が就任されました。（令和元年10月現在）
　また、専務理事には、新たに伊藤智尚氏が就任し、新体制のもとス
タートしました。

予選会の模様
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令和元年度の茶業振興費については、下記のとおりです。
１　茶業振興費の徴収
　　茶業振興費の徴収方法は、従価制とし、茶業会議所・会員及び茶業会議所が徴収を委託した㈱静岡茶市

場が徴収する。
２　茶業振興費の負担額
　⑴　生産割　　売り手（生産者）が負担し、徴収者に預ける。
　　　　粉引後の荒茶取引額（荒茶受渡数量×単価－粉引額）×0.1％
　⑵　宣伝割　　売り手（生産者）、買い手がそれぞれ負担し、徴収者に預ける。
　　　　売り手負担分：粉引後の荒茶取引額（荒茶受渡数量×単価－粉引額）×0.18％
　　　　買い手負担分：粉引後の荒茶取引額（荒茶受渡数量×単価－粉引額）×0.18％

  法人会計
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公益目

的
事

業

会員団体実施事業　　

事業収益 明日のしずおか
茶育成事業
10,600

■　広報発行事業費　500

■　静岡県茶歌舞伎事業　250

■　茶業振興対策費　1,100

■　茶効能研究等　1,700

情報誌発行事業
25,445消費拡大

委託事業
　15,239

公益目的事業経費
29,032

■　茶業会館　4,520

消費拡大助成事業
　17,159

管理費
16,925

明日のしずおか
茶育成事業
10,600

情報誌発行事業
　25,445

公益目的事業経費
29,032

消費拡大助成事業
　17,159

管理費
16,925

消費拡大
委託事業

　15,239

■　生産対策委託事業
　8,400

■　生産対策助成事業
　11,582

■　委員会会議
500

■　その他事業経費
　364

■　県補助　5,300

■　茶業振興費　93,100

■　会費　5,530

■　情報誌購読料　8,800

■　情報誌広告料　14,100

■　図書売上　2,445

■　賃貸料　7,750

■　受取寄付金　4,000 ■　雑収益　600

■　繰越金他　1,691

合計
143,316

合計
143,316

単位：千円
収入

単位：千円
支出

◆令和元年度予算◆

■皆様の茶業振興費は、このように使われます。（H31.3.25　理事会で承認）
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令 和 元 事度 計 画年 業
１　明日のしずおか茶育成事業
⑴　しずおか茶安心づくり事業
　　静岡茶の信頼と信用を一層強固なものとし、消費者から

の支持を獲得するべく、ＧＡＰの推進を図る。引き続き、
静岡茶衛生管理者のスキルアップ研修（輸出拡大に向けた
HACCP研修、初心者を対象にした衛生管理研修）を実施
する。また、緑茶等の機能性の理解を深めるため、一般県
民を対象にしたシンポジウムを開催する。
⑵　しずおか茶ファン創出事業
　　静岡茶の産地、製造法、歴史、効能機能性、安全性など

を説明するパンフレット等を作成する。
　　県内外・海外へ、クチコミを中心にした静岡茶の魅力

発信を行なう。昨年開設したコミュニティーサイトの強
化、発進力の高い静岡茶ティーレポーターによる情報発信、
SNS（facebook・twitterの運営）を行なう。

　　美味しい静岡茶を飲んでもらい、静岡茶の購入促進を図
る「静岡茶屋」による美味しい静岡茶の愛飲促進を図る。

　　異業種と連携した静岡茶ＰＲや各種イベントでの静岡茶
ＰＲを実施する。

　　県内茶業トップ経営者によるパネルディスカッション等
の茶業セミナーを実施する。

２　茶業振興事業
⑴　広報・情報収集、発信事業
　　本会が実施している事業の告知のため、広報誌を発行す

る。
⑵　茶業振興対策事業
　　茶業功績者表彰、県内各地で開催される各種茶業大会、

品評会等への表彰状・副賞の交付を行ない、茶業の振興に
資する。
⑶　茶の効能研究等事業
　　静岡県立茶学総合研究センターへ調査研究及び人材育成

を行うため、奨学寄附を行なう。
　　茶学術研究会と協働で、茶の効能を広報し、嗜好飲料と

してだけでなく、生態調節機能を有する保健飲料としてＰ
Ｒし、静岡茶の更なる消費の拡大と理解に努める。
⑷　情報誌・茶業図書の発行事業
　ア　月刊誌「茶」の発行
　　　月刊誌「茶」は、茶の総合誌として生産から流通に至

る茶業全体を視野に入れた編集に心掛けるとともに、茶
業関連情報発信の源として内容の向上に努める。

　イ　茶業関連図書の発行と販売について
　　　引き続き「新版　茶の品種」「新改訂版・目で見る茶

の病害虫」をはじめとした茶業関連図書の販売に努める。
⑸　委託事業
　ア　静岡茶消費拡大委託事業（県茶商へ委託）
　　　静岡茶の販売力強化を図るため、茶どころ静岡のＰＲ

に努め、本格的な緑茶ファンの獲得と茶専門店の活性化

のための普及推進事業やリーフ茶の需要を喚起するため
の需要開拓を図るとともに、消費地専門店と連携してよ
り効果的宣伝活動を実施するため、静岡県茶商工業協同
組合へ委託事業として実施する。

　イ　生産対策委託事業（県経済連へ委託）
　　　本県茶業を維持・発展していくため、消費者ニーズに

対応した良質茶の生産、基盤整備・改植の推進、品種茶
の生産拡大、全国茶品評会の開催など特色ある茶の生産
を積極的に進めるとともに、安全・安心な茶づくりをす
すめ、静岡茶のブランド力強化を図るため、静岡県経済
農業協同組合連合会へ委託して事業を実施する。

３　収益事業
　　業界の拠点として、広く茶業者が利活用できるような明

るい環境を整えるとともに、静岡県茶業会館の保全維持・
管理ならびに円滑な運営を図る。

４　その他の事業
⑴　委員会等開催費
　　財務委員会・事業委員会及び事務連絡会等を開催し、諸

振興策を検討するとともに、団体間の連絡調整を図る。
⑵　会員団体助成事業
　ア　静岡茶消費拡大助成事業（県茶商へ助成）
　　　静岡茶の普及のため情報の収集・発信を行い、健康的

で文化的な食生活と食文化の維持、緑茶の効用や知識の
普及、食育の推進等に関する施策を積極的に推進するた
め、静岡県茶商工業協同組合へ助成事業を実施する。

　イ　生産対策助成事業（県経済連へ助成）
　　　国内外の消費者に、安全・安心な静岡茶を供給するた

めの栽培・製造指導及び、技術指導者・後継者の各種研
修会を開催する。併せて本県茶業を維持・発展していく
ため、地域におけるリーダーを育成、国内外にて、静岡
茶の販売力強化を図るため、県内各産地のＰＲに努め、
また静岡茶ファンの獲得等推進するため、静岡県経済農
業協同組合連合会へ助成事業を実施する。

５　その他関連事業
⑴　静岡県茶歌舞伎大会実行委員会
　　日本茶の伝統文化である「茶歌舞伎」を多くの方に楽し

みながら体験、お茶への関心を高め日常的飲用に繋げるた
め「第１回静岡県茶歌舞伎大会」を開催する。

⑵　静岡茶消費拡大推進協議会
　　静岡茶の消費拡大対策を効果的に進めるため「静岡茶消

費拡大推進協議会」において、茶業団体と県が連携して実
施する。

⑶　日本茶輸出促進協議会
　　有機抹茶のモデル地区を３ヶ所設置し、農薬及び成分分

析を行なう。
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令和元年度新茶贈呈

令和元年度杉山賞の表彰

令和元年度茶業功績者の表彰

　摘みたての瑞々しい新茶を知事に贈呈し、静岡新茶の魅力を発信するために、世界お茶まつり2019春の祭典特設ス
テージ（ふじのくに茶の都ミュージアム）において、本県茶業関係者及び県内14地区の茶娘による静岡県知事への新
茶贈呈式を令和元年５月10日㈮
開催しました。
　また、令和元年５月17日㈮に
は、新たに今年度より摘みたて
の瑞々しい新茶を、全国の茶生
産者、茶商工業者の代表及び主
要茶産地の茶娘から内閣総理大
臣への贈呈式を開催し、新茶の
魅力を発信しました。

　杉山彦三郎翁顕彰会は、令和元年５月２日㈭駿府城公園マロニ
エ広場において、慰霊式と功績者の表彰を行ないました。
　杉山賞の受賞者は次のとおりです。
◇茶業振興功労賞（敬称略）
　牧野良治（79）、逸見保男（70）、一言藤夫（66）
　藤森　進（83）、川㟢尚一（83）

　本県茶業の発展向上に顕著な功績のあった者や集団を表彰し、
茶業の振興に資することを目的とする功績者の表彰を令和元年６
月24日㈪行ないました。
　功績者は、次のとおりです。（敬称略）
　原科　篤（63）、後藤克宏（63）、永田憲三（72）
　宮村希衞（81）

新版 茶の品種の刊行
　「茶の品種」が15年ぶりに全面改訂されました。
　平成31年３月現在、命名された茶の品種は、119種にのぼ
ります。
　現在普及している品種、今後普及が期待される品種、近年
の嗜好の多様化でもう一度注目して欲しい品種など65品種を
取り上げ、写真を交えて簡潔に、わかりやすく、楽しい実用
書として、茶の専門家だけなく、茶に関心のある方にも楽し
んでもらえる内容となっています。定価は、1,500円（税別）
です。
　購入希望のかたは、本会までご連絡下さい。

緑茶表示基準が改正
　緑茶の表示基準については、食品表示法に基づく

「食品表示基準」（平成27年内閣府令第10号）の制定
に伴い、公益社団法人日本茶業中央会に「表示適正
化推進委員会」を設置しされ、見直しを進めてきま
した。
　特に「茶種」（茶の名称及び定義）については、
先行して見直し作業を行い、平成30年６月８日に開
催した公益社団法人日本茶業中央会理事会にて了承
されました。
　また、「食品表示基準」で義務化された一括表示
の内容との整合性等を図る観点から、「緑茶の表示
基準」で残されている事項について、引き続き見直
し作業を行い、消費者庁等関係省庁と調整の上、平
成31年３月18日の日本茶業中央会理事会にて了承さ
れました。
　施行時期については、加工食品の「食品表示基準」
の施行時期が令和2年４月１日であること、また、
本会茶業関係者への周知を図る観点から令和２年４
月１日となりました。
　日本茶業中央会の決定をうけ、本会では、会員
団体を通じて、改正された「緑茶の表示基準」の
周知に努めています。なお、緑茶の表示基準の改
正内容の詳細は、http://www.nihon-cha.or.jp/pdf/
hyoujikijyun.pdf へアクセスし、確認して下さい。

５月10日㈮ ５月17日㈮

この広報は茶業振興費で作成しました。

来
歴

【来歴】
静岡県安倍郡有度村中吉田（現静岡市清水区）の杉山彦三郎氏が
在来種の実生茶園から選抜した。選抜個体は1927年から静岡県農事
試験場茶業部（現静岡県農林技術研究所茶業研究センター）で諸特
性の検定試験が行われ、その優秀性が認められた。1953年に茶農林
６号に登録され、「やぶきた」と命名された。

【栽培上の特性】
わが国の全茶園面積の72.6％を占める代表的な緑茶用品種。早晩性
は中生。樹姿は直立型、樹勢はやや強で株張りはやや大きい。摘採期
の茶芽の揃いは非常に良い。挿し木発根性は良好で初期生育も良い。
冬期の耐寒性は赤枯れに強、裂傷型凍害にやや強、青枯れには中
程度の抵抗性である。収量はやや多収の芽数型品種。
耐病虫性は炭疽病、輪斑病ともに弱く、クワシロカイガラムシに
もやや弱い。

【品質の特性】
煎茶品質は香味のバランスが良く優良。色沢が鮮緑で形状も作り
やすい。内質は香気に新鮮香があり、水色もやや青みのある黄色で
力があり良好。滋味はうま味が強い。形質が安定していていろいろ
な場面に対応できる適応性の高い品種。

【栽培・加工上の留意点】
主要な病害に弱いので適切な防除を行う必要がある。
また、一番茶に比べ夏茶の品質低下がやや大きい。
品種構成の中で「やぶきた」の比率が高い場合は、摘採期が集中
しないように注意が必要である。
気温が高くチャの休眠が不十分な沖縄および南西諸島では一般に

や ぶ き た
代表的な緑茶用品種。作りやすく、煎茶、玉露、碾茶、蒸し製玉緑茶、釜
炒り茶にも適する緑茶のスーパー品種

やぶきた
煎茶だけでなくどんな茶種にもあう緑茶のスーパー品種

やぶきた
静岡県在来種　♀

？　♂

一番茶摘採期の新芽

花 花の縦断面 雌蕊（真ん中）
雌しべが雄しべよりも低い

一番茶摘採期の
新芽長

水色 外観

3

やぶきた

2

来
歴

【来歴】
静岡県茶業試験場（現静岡県農林技術研究所茶業研究センター）
で、1970年に静7132を母親とし、「あさつゆ」を父親として交配し
た実生群から選抜された。系統70-30-302として1982年から栄養系
比較試験、1991年から奨励品種決定本試験に供試し、生産力および
特性検定試験と、地域適応性試験を実施した。その結果、優秀性が
認められ、2000年に「つゆひかり」と命名され、2001年４月に静岡
県茶奨励品種に採用された。2003年３月に種苗法の品種登録がされ
た。

【栽培上の特性】
萌芽期は「やぶきた」に比較して１日程度早く、摘採期は２日程
度早いやや早生品種。樹姿は中間型で、樹勢は極強。株張りは大。
摘採期の茶芽の揃いは良い。芽数はやや多く、百芽重は大の芽重型
品種。成葉は緑色の長卵形で葉縁の波はやや少なく、新葉は鮮やか
な淡緑で葉形は長楕円形と楕円形の中間。挿し木発根性はやや劣る
が、活着後の苗の生育は良好。
耐寒性の赤枯れ抵抗性は「やぶきた」よりも強い。炭疽病には極
めて強く、もち病にはやや強であるが、赤焼病には弱。
収量は、「やぶきた」よりも年間を通して多いが、特に秋冬番茶
の収量が多い。

【品質の特性】
色沢は明るい緑色を呈し、水色は明るく良好で深蒸し傾向にする
ときれいな緑色を示す。香味は、特徴のある爽やかな香気と、うま
味に富む濃厚な滋味。

【栽培・加工上の留意点】
定植後の活着が「やぶきた」に比べてやや劣るため、充実した苗
木の準備や定植時の防風対策等に留意する。活着後の生育は旺盛で
管理しやすいが、新芽が芽重型になりやすいでの、芽数が増えるよ

つゆひかり
炭疽病に強く、爽やかな香気と鮮やかな水色を持つ多収性のやや早生品種

つゆひかり
静7132　♀

あさつゆ　♂

やぶきた　♀

？　♂

つゆひかり
うま味のある優良品種　深蒸しで綺麗な緑色の水色

一番茶摘採期の新芽

花 花の縦断面 雌蕊（真ん中）
雌しべが雄しべよりも高い

一番茶摘採期の
新芽長

水色 外観

27

つゆひかり

26
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　平成30年度事業につきましては、令和元年６月24日㈪に開催した総会において承認されま
した。

◆平成30年度決算◆

■皆様の茶業振興費は、このように使われました。

　　公益目

的
事

業

事
業収
益

  法人会計

会員団体実施事業　　

そ
の

他
の

事
業

　

合計
150,903

合計
150,903

明日のしずおか
茶育成事業
11,397

■　広報発行事業費　501

■　茶業振興対策費　3,205

■　日本茶輸出促進協議会事業　986

■　茶効能研究等
2,348

公益目的事業経費
29,546消費拡大

委託事業
16,241

情報誌発行事業
24,694

消費拡大助成事業
　17,159

生産対策助成事業
12,032

■　茶業会館　4,873

■　剰余金　83

管理費
18,584

明日のしずおか
茶育成事業
11,397

公益目的事業経費
29,546消費拡大

委託事業
16,241

情報誌発行事業
24,694

消費拡大助成事業
　17,159

管理費
18,584

生産対策助成事業
12,032

■　県補助　5,300

■　茶業振興費　97,228
■　会費　5,530

■　情報誌購読料　10,419

■　情報誌広告料　14,813

■　図書売上　1,019

■　賃貸料　7,759

■　受取委託金　991

■　受取寄付金　5,000

■　雑収益など　1,244

■　受取負担金　1,600

■　生産対策委託事業
8,568

■　委員会会議
　409

■　その他事業経費
　277 

単位：千円
収入

単位：千円
支出
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平 成 30 事度 報 告年 業
１　明日のしずおか茶育成事業
⑴　しずおか茶安心づくり事業
　ア　Ｔ-ＧＡＰの推進
　　　平成30年度のT-GAPの承認について９月更新と、３月

更新となる案件の承認委員会を２回開催した。T-GAP承
認状況 １級 ８件、２級 ２件、３級 104件（４月１日
更新）また、実利性のあるGAPへの移行・取得を促した。

　イ　静岡茶衛生管理者のスキルアップ研修
　　　初心者を対象にした衛生管理研修と食品表示法に定め

たHACCPについての研修を行なった。
　　　このほか、食品表示法改正に対応した緑茶表示の周知

に努めた。
⑵　しずおか茶ファン創出事業
　ア　静岡茶情報発信
　　　静岡茶を紹介する「お茶のしずおか」（13,000部）、「ワ

クワクお茶のたんけん隊」（13,000部）を発行した。」
　イ　緑茶人間の拡大～口コミによる静岡茶ＰＲ～
　　　読者モデル会社所属の20～30代女性約150名の中から、

５名を選定し、「Team Shizuoka Green T（チーム・シ
ズオカグリーンティー）」として活動し、静岡茶の魅力
発信をした。その他、日本人ライター１名にも委嘱した。
お茶への関心が高い外国人（10人～12人）に委嘱し、外
国人向けコミュニティーサイト（city-cost）に、静岡茶
に関するレポートを月５本掲載した。

　　　静岡ティーレポーターと県内若手茶業者との座談会を
開催（１月17日）した。

　　　大手通信社の外国人向けコミュニティーサイト（city-
cost）内に開設した静岡茶魅力発信のためのサイト

「Shizuoka Green Tea Guide（外国語、日本語）」へ、「静
岡茶屋」のコンテンツを追加するとともに、「静岡茶体
験研修施設」のコンテンツも作成した。

　　　 本 会 独 自 の 日 本 語 版 の「Twitter」・「Facebook」・
「Instagram」を開設し、静岡茶の魅力を拡散するため、
随時更新した。

　　　コミュニティーサイト（city-cost）の公式英語版の
「Facebook」及び「Twitter」へ情報を発信した。

　ウ　静岡茶でおもてなし
　　　「静岡茶屋」の認定を推進した。令和元年９月末現在

61店舗（目標 100店舗（令和２年））
　　　インターネットやタウン誌等での各店舗を紹介すると

ともに、イベントによる「静岡茶屋」の周知を図った。
　　　東急バケーション熱海とのコラボ企画「日本一美味し

いお茶を徳川氏縁の温泉とともに熱海で味わう」として、
「お茶の入れ方講座」を行なった。

　　　ドローンを使った静岡茶産地の紹介動画を作製、
youtube公開、HPにアップした。

　エ　賑わいのある店舗づくり講座
　　　消費者のニーズに対応する賑わいのある茶店づくりの

講座を３回行なった。優良事例を参考に、賑わいを生み
出す店構え、店内デザイン、プレゼンテーション力の向
上等の講座を実施した。

２　茶業振興事業
⑴　広報・情報収集、発信事業
　　ホームページを随時更新し、本会の活動状況を報告した。
⑵　茶業振興対策事業
　　摘みたての新茶を知事に贈呈する「新茶贈呈式」や杉山

彦三郎翁顕彰会記念式、茶業功績者表彰、県内各地で開催
される各種茶業大会、品評会等への表彰状・副賞の交付を
行なった。静岡茶魅力発信のための委託や日本茶AWARD
等へ協賛を行なった。
⑶　茶の効能研究等事業
　ア　茶の効能研究のための奨学寄付
　　　県大茶学総合研究センターにおける調査研究及び人材

育成を行うため、奨学寄附を行なった。
　イ　茶の効能等のＰＲ
　　　最新の茶の機能性・効能等の研究発表会、第34回茶学

術研究会講演会を開催した。
⑷　情報誌・茶業図書の発行事業
　ア　月刊誌「茶」の発行
　　　月刊誌「茶」は、茶の総合誌として生産から流通に至

る茶業全体を視野に入れた編集に心掛けるとともに、茶
業関連情報発信の源として内容の向上に努めた。

　イ　茶業関連図書の発行と販売について
　　　新たに「新版　茶の品種」の発刊した。
　　　「新改訂版・目で見る茶の病害虫」をはじめとした茶

業関連図書の販売した。
⑸　委託事業　
　ア　静岡茶消費拡大委託事業(県茶商へ委託)
　　　静岡茶の販売力強化を図るため、茶どころ静岡のＰＲ

に努め、本格的な緑茶ファンの獲得と茶専門店の活性化
のための普及推進事業やリーフ茶の需要を喚起するため
の需要開拓を図るとともに、消費地専門店と連携してよ
り効果的宣伝活動を実施するため、静岡県茶商工業協同
組合へ委託事業として実施した。

　イ　生産対策委託事業（県経済連へ委託）
　　　本県茶業を維持・発展していくため、消費者ニーズに

対応した良質茶の生産、基盤整備・改植の推進、品種茶
の生産拡大など特色ある茶の生産を積極的に進めるとと
もに、安全・安心な茶づくりを進め、静岡茶ブランド力
の強化を図った。第三者認証に関する取引先要望を把握
し、ＪＡ茶技術員の資格取得研修を実施し、現場で指導
出来る職員の育成に努めた。各種茶品評会への出品誘導・
指導を行い、良質茶生産技術の強化を図った。各茶期に
おいて、生産・流通現場での情報収集及び提供に努めた。

３　収益事業
　　業界の拠点として、広く茶業者の利活用できるような明

るい環境を整えるとともに、静岡県茶業会館の保全維持・
管理ならびに円滑な運営を図った。

４　その他の事業
⑴　委員会等開催費
　　財務委員会・事業委員会及び事務連絡会等を開催し、諸

振興策を検討し、団体間の連絡調整を図った。
⑵　会員団体助成事業
　ア　静岡茶消費拡大助成事業（県茶商へ助成）
　　　近年の生活様式の多様化等により、急須で飲む喫茶習

慣に代表される食文化は急速に失われつつあり、行政・
生産の団体と協力・連携しながら、静岡茶の普及のため
情報の収集・発信を行い、健康的で文化的な食生活と食
文化の維持、緑茶の効用や知識の普及、食育の推進等に
関する施策を積極的に推進した。

　イ　生産対策助成事業（県経済連へ助成）
　　　国内外の消費者に好まれる、多彩で安全・安心な静岡

茶を供給するための栽培・製造、その他茶情報提供に関
する各種研修会を開催した。併せて本県茶業を維持・発
展していくため、地域におけるリーダー（技術指導者、
後継者）を育成した。

⑶　会頭との意見交換会の開催
　　上川会頭と県庁幹部や理事による茶業の課題やその方向

性についての意見交換会を開催した。
　　また、厳しい茶業情勢の中、苦難を乗り超えようと県内

東部・中部地区茶業関係者との意見交換を行なった。
　　県大学長をはじめ大学関係者と茶学科、茶学コース、連

携のあり方等について意見交換を行なった。
⑷　日本茶輸出促進協議会
　　日本茶輸出促進協議会から委託を受けて、輸出向けの抹

茶製造の実証栽培を実施した。

５　その他関連事業
⑴　静岡茶消費拡大緊急推進協議会
　　静岡茶の需要創出と消費拡大を主旨とし、県内の茶業関

係団体が、緊密な連携の下に、オール静岡の体制で県内外
において販売促進事業を実施した。

⑵　第72回全国お茶まつり東京大会
　　12月14日～15日、日本橋プラザ（東京都中央区）において、

茶業振興大会、功績者表彰、消費拡大イベントを開催した。
⑶　静岡茶愛飲推進協議会
　　１月～３月にかけて、静岡茶を千円以上購入した方を対

象に、応募者の中から抽選で100名に静岡県の農産物を進
呈するキャンペーンを実施した。


